
ををを 問問問 ううう

財
政
危
機
の
到
来
か

財
政
危
機
の
到
来
か

二
億
四
千
万
円
の
収
入
減

二
億
四
千
万
円
の
収
入
減

野
坂
　
財
政
が
厳
し
い
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
厳
し
い
と
認
識

さ
れ
て
い
る
の
か
。

町
長
　
三
位
一
体
の
改
革
で

国
庫
補
助
金
改
革
、
税
源
移

譲
、
地
方
交
付
税
改
革
で
、

二
億
四
千
万
円
の
収
入
減
が

推
計
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

起
債
償
還
が
平
成
十
七
・
十

八
・
十
九
年
が
ピ
ー
ク
で
あ

り
、
三
年
間
で
四
十
億
円
余

り
必
要
で
あ
る
。
更
に
特
別

会
計
へ
の
繰
り
出
し
金
が
、

十
七
年
度
六
億
六
千
万
円
・

十
八
年
度
六
億
九
千
万
円
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
予
想
以

上
の
歳
入
減
と
歳
出
増
で
経

常
収
支
比
率
が
上
昇
し
て
お

り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。�

野
坂
　
十
七
年
度
決
算
の
財

政
指
標
は
。

町
長
　
経
常
収
支
比
率
が
九

六
・
六
％
、
起
債
制
限
比
率

が
十
三
・
七
％
、
実
質
公
債

費
比
率
が
、
十
七
・
三
％
と

な
っ
て
い
る
。

野
坂
　
実
質
公
債
費
比
率
が

十
八
％
を
超
え
る
と
、
県
に

起
債
償
還
計
画
を
提
出
し
て

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
が
、
十
八
年
度
の
指

標
の
予
測
は
。

町
長
　
起
債
制
限
比
率
が
十

六
・
四
％
、
実
質
公
債
費
比

率
が
二
十
・
八
％
に
な
る
と

見
込
ん
で
お
り
、
現
在
の
協

議
制
か
ら
許
可
制
に
移
行
す

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。�

野
坂
　
悪
く
な
っ
た
財
政
状

況
を
公
表
し
、
住
民
に
十
分

に
説
明
し
て
、
理
解
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
。

町
長
　
十
七
年
度
決
算
に
つ

い
て
は
伯
耆
町
の
広
報
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
住
民
に

説
明
す
る
。�

野
坂
　
合
併
協
議
で
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
投
資
的
事

業
の
実
施
方
針
・
時
期
は
変

わ
り
な
い
か
。

町
長
　
昨
年
度
策
定
し
た
財

政
計
画
も
、
決
算
状
況
や
地

方
財
政
を
取
り
巻
く
変
化
に

よ
り
、
見
直
し
作
業
に
取
り

か
か
っ
て
い
る
。
投
資
的
事

業
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
議

会
と
協
議
す
る
。�

野
坂
　
十
九
年
度
予
算
に
つ

い
て
の
構
想
は
。

町
長
　
財
政
計
画
の
見
直
し

中
で
、
現
在
、
そ
の
構
想
を

模
索
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。�

���

野
坂
　
旧
両
町
で
は
似
た
よ

う
な
放
送
が
さ
れ
て
い
る
が
、

相
当
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

合
併
後
見
直
す
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
計
画
は
進
ん
で
い

る
か
。

町
長
　
行
政
情
報
の
提
供
、

多
チ
ャ
ン
ネ
ル
Ｔ
Ｖ
視
聴
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
基
盤
は

拡
大
し
て
お
り
、
伯
耆
町
の

二
つ
の
ケ
ー
ブ
ル
Ｔ
Ｖ
も
一

元
化
の
方
向
に
あ
る
。

野
坂
　
十
月
か
ら
デ
ジ
タ
ル

放
送
が
始
ま
る
が
、
デ
ジ
タ

ル
化
の
対
応
を
ど
う
す
る
か
、

現
在
の
施
設
を
再
整
備
す
る

考
え
が
あ
る
か
。

町
長
　
整
備
費
用
の
抑
制
や

住
民
負
担
の
軽
減
等
を
考
慮

し
て
検
討
を
重
ね
て
い
く
。

野坂　明典

認定農業者の委託農作業

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
デ
ジ
タ
ル
化
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